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平成２４年度兵庫県内の障害者福祉施設従事者等による

障害者虐待の状況等の公表について

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（以下、「障害者虐待防

止法」という。）第２０条及び同法施行規則第３条に基づき、平成２４年度（平成２４年１

０月１日（※）～平成２５年３月３１日）における兵庫県内の障害者福祉施設従事者等に

よる障害者虐待の状況等を公表します。

※ 障害者虐待防止法は平成２４年１０月１日から施行されたため、今回の公表は施行後の

６ヶ月間にかかるものとなっています。

１ 障害者虐待防止法に基づく相談・通報・届出受理件数等

相談・通報・届出があった件数 虐待が認められた件数

４４件 ３件

２ 虐待が認められた案件の概要及び採った措置の概要

整理

番号
施設等の種別

虐待を行っ

た者の職種
虐待の種別 採った措置

1 地域生活支援センタ

ーを経営する事業

施設長 身体的虐待・

心理的虐待

文書による指導及び改善

計画の提出

2 短期入所 従事者 放棄、放任 口頭による指導及び改善

事項の報告

3 就労継続支援Ａ型 従事者 心理的虐待 立入調査の実施及び文書

による改善計画の提出

〔関連法令〕

◎ 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（抄）

（公表）

第二十条 都道府県知事は、毎年度、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の状況、

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待があった場合に採った措置その他厚生労働省

令で定める事項を公表するものとする。

◎ 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則（抄）

（都道府県知事による公表事項）

第三条 法第二十条 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 障害者福祉施設従事者等による虐待があった障害者福祉施設等の種別

二 障害者福祉施設従事者等による虐待を行った障害者福祉施設従事者等の職種



（参考）

平成２４年度兵庫県内障害者虐待の状況について

（平成２４年１０月１日～平成２５年３月３１日）

１ 障害者虐待防止法に基づく相談・通報・届出受理件数等

（単位：件）

類 型 相談・通報・届出が

あった件数

虐待が認められた件数

養護者 １３３ ４８

施設従事者等 ４４ ３

使用者 １９ ２

合 計 １９６ ５３

２ 虐待が認められた案件の概要

（１）虐待の種別

（単位：件）

種 別
類 型

身体的虐待 性的虐待 心理的虐待 放棄・放任 経済的虐待 合計

養護者 ２５ ２ ２１ １５ １６ ７９

施設従事者等 １ ０ ２ １ ０ ４

使用者 ０ ０ ２ ０ ０ ２

合 計
２６

(30.6%)

２
(2.4%)

２５
(29.4%)

１６
(18.8%)

１６
(18.8%)

８５
(100.0%)

※ 複数該当の事案があるため、合計と実際の件数は一致していない。

（２）虐待を受けた障害者の障害種別

（単位：件）

障 害 種 別
類 型

身体障害 知的障害 精神障害 合計

養護者 １４ ３４ １４ ６２

施設従事者等 ２ ２ ３ ７

使用者 ０ ２ ０ ２

合 計
１６

(22.5%)

３８
(53.5%)

１７
(24.0%)

７１
(100.0%)

※ 重複障害・被害者複数の事案があるため、合計と実際の件数は一致していない。


